
公共事業等行政対象暴力対策協議会主催の
「不当要求対策講習会」を開催しました。

滋賀国レポート Ｎｏ．２６

総務課

公共事業等行政対象暴力対策協議
会総会

・２月１４日（木）、（公財）滋賀県人権センターにおいて、「平成２４年度不当要求対策講

習会」を開催しました。
・「公共事業等行政対象暴力対策協議会」の関係職員等約８０名が当講習会に参加し、全国及

び滋賀県下の暴力団の情勢と実態、不当要求に対する対応要領等について受講しました。

※「公共事業等行政対象暴力対策協議会」は、滋賀県内の公共事業発注機関である国、滋賀県等の関係機関１５組織で構成し、
各機関が相互に連携して統一的に対処して滋賀県内の公共事業等に対する暴力団等の不当な要求を排除し、事業の円滑な執
行と職員の安全を図ることを目的として平成１６年２月に設置されたものです。

講習会では、滋賀県警察本部組織犯罪対策課及び（公財）滋賀県暴
力団追放推進センターからそれぞれ講演をいただくとともに、不当要
求対策に関するビデオを視聴し、各機関における不当要求等の実態と
対応についての意見交換がなされました。
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